
 
 
 
 
 
 

 
 

被告（⼭⼝県）の主張 
１. 本件契約の経緯について 

（１） 県は平成 21 年にマツダの MPV を知事公⽤⾞として新たに購⼊し、それ
まで知事⽤公⽤⾞として使⽤していたセンチュリーを来賓対応⽤の貴賓
⾞として位置付けることにして、物品管理課が管理することになった。
県においては、前記貴賓⾞としてのセンチュリー1 台の外、議会事務局
が議⻑⽤公⽤⾞及び副議⻑⽤公⽤⾞としてそれぞれ 1 台のセンチュリー
合計 2 台を所有していた。 

（２） 貴賓⾞としてのセンチュリーは、平成27年の世界スカウトジャンボリー
及び平成 30 年の⼭⼝ゆめ花博において、皇室対応の⾞両として使⽤し
た。令和元年にベトナムビンズン省の書記⻑が来県した際にも送迎⾞両
として使⽤した。また、皇室対応の際は、議⻑⽤及び副議⻑⽤公⽤⾞の
2 台のセンチュリーは予備⾞両として使⽤した。 

（３） 令和元年 9 ⽉、副議⻑⽤公⽤⾞が令和 2 年 7 ⽉に⾞両買替の時期を迎え
るため、総務部から物品管理課に対して、⾏財政改⾰の観点から来賓対
応可能な公⽤⾞に対する管理⽅法の⾒直し依頼があった。物品管理課は
会計管理局内で検討を重ね、同⾞両及び貴賓⾞が同年 7 ⽉に⾞検の時期
を迎えるのに併せて 3 台の貴賓対応可能な公⽤⾞を物品管理課で⼀元管
理することで、運⽤の効率化を図り、台数を 3 台から 2 台へ減らし、維
持管理費⽤及び⾞両更新の際の購⼊費⽤を削減することにした。物品管
理課は同年10⽉に議会事務局に対して、前記削減案を伝え、会計管理局
は同年11⽉に更新⾞両をセンチュリーとすることを決定し、予算要求し
た。 

（４） センチュリーは受注⽣産であり、注⽂から納品まで概ね半年を要するた
め、県は令和 2 年 2 ⽉から⼊札準備に着⼿し、⼊札公告を同年 3 ⽉ 16
⽇、⼊札を同年 4 ⽉１⽇に実施し、同⽇、本契約を締結した。 
 

２.裁量権の逸脱濫⽤がないこと  
（１）貴賓⾞の⾞種の選択等は、県の皇室への敬意の表し⽅、外国の要⼈をど

うのようにもてなし、インバウンド招致、県内商品の外国への売り込み
につなげるか等の政策的な側⾯が極めて強く、知事の広範は裁量に委ね
られ、違法等の問題は⽣じない。 

（２）前述のとおり、県が貴賓⾞としてセンチュリーを購⼊したことは合理的
な判断であり、裁量権の逸脱濫⽤が存しないことは明らかである。 

（３）このように、本件請求は速やかに棄却されるべきである。 
 
＊2ページ⽬に訴状（原告の主張）と答弁書（被告の主張）概要を掲載しています。 
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第１回弁論で⽰された
被告である⼭⼝県の
「答弁書」の内容を掲
載します 
 
次回、第 2 回弁論は、 
6 ⽉ 23 ⽇（⽔） 

10 時〜 
⼭⼝地⽅裁判所 

当⽇、⼭⼝地裁にて整理券
の配布がありますのでお集
まりください（前回は９時
25分から配布でした）。 
みなさまの傍聴を呼びかけ
ます。 
 

 
 
 
▽裁判のための費⽤として
みなさまからのカンパをお
待ちしています。 

【振り込み先】 
⼭⼝銀⾏県庁内⽀店 
〈店番〉０４４ 
〈⼝座番号〉 
普通預⾦ ５０３６１８３ 
〈名義〉 
⼭⼝県センチュリー裁判を
⽀援する会 
振り込み後に、電話かメー
ルアドレスにご連絡をお願
いします 
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